
協議第２号 

広域消防運営計画（素案）について 

 

１ 広域消防運営計画（素案）の位置づけ 

  第５回協議会に提出した広域消防計画素案は、あくまでも骨格であり、「こういうアウトライ

ン」で作成したいというものを示したもので、内容については、今後、各専門部会にも検討い

ただき原案を作成していきます。 

 なお、第６回協議会においては、このアウトラインに沿って作成していくことを確認してい

ただくものです。 

 

２ 広域消防運営計画作成のフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広域消防運営計画（素案） 

広域消防運営計画（原案） 

8/1 第６回協議会 アウトラインの確認 

・専門部会の内容検討 

・データー、イラスト等の掲載 

9 月上旬（9 月定例市議会に参考資料として提出） 

広域消防運営計画（案） 

・協議会委員、専門部会からの意見聴取 

・国、県との事前協議 

10 月下旬 第 7 回協議会にて確認 

広域消防運営計画公表 


